
上北地域県民局地域整備部　建築指導課

〒034-0093　十和田市西十二番町20-12

　電話　0176-22-8111（内線266）

県営住宅上平団地

入居申込案内

募集期間：令和6年6月1日（土）～6月10日（月）

募集住戸：2棟6号



１ 概要

① 募集する団地

県営住宅上平団地（住所　十和田市大字三本木字上平２０６番地２号）

② 募集住戸

③ 住宅設備 ユニットバス、ガス瞬間湯沸し器、水洗式洋風便所（下水道接続済）

地上波テレビアンテナ及びブースター(共用)

住戸内には原則として照明器具を設置しておりませんので、入居者持

込となります。器具取付用金具はついています。

④ 家賃 家賃は収入に応じて決定し、入居決定後に通知します。

⑤ 敷金 敷金は家賃の３ヶ月分の金額となります。

⑥ 共益費 テレビ用ブースターの電気料金を共益費として負担していただきます。

⑦ 連帯保証人 １名立てる必要があります。（県内在住の親族が望ましい）

⑧ 募集期間 令和６年６月１日（土）から ６月１０日（月）まで

⑨ 公開抽選日 令和６年６月下旬（予定）資格審査のうえ別途連絡します。

※審査の結果、応募者が募集戸数を上回った場合は、抽選となります。

※本人又は委任状を持った代理人の出席が必要です。

※場所は十和田合同庁舎の会議室を予定（実際の場所は抽選通知に記載）

⑩ 入居予定日 令和６年８月１日（木）

⑪ 駐車場 入居者または同居人が所有または使用する車両を、１区画（１台分）

使用できます。使用料は月1,300円です。

２台目は駐車場に空きがある場合に限り、別途申込受付をして抽選し

ます。

２ 入居申し込みから入居までの流れ

３ 入居手続き

別紙、入居手続きチェックシートを参照してください。
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１．入居者資格

・下記の条件をすべて満たす方

□ 原則として現に同居し、又は同居しようとする親族(内縁関係及び婚約者を含む。)がある。

（60歳以上の高齢者、障害者など単身入居が可能な場合がありますのでご相談ください）

□ 現に住宅に困窮していることが明らかである。

□ 入居しようとする世帯全員の収入の総額が収入基準の範囲内にある。

□ 入居しようとする世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二

条第六号に規定する暴力団員でない。

□ 県税又は県営住宅の家賃を滞納していない。

２．申し込みに必要な書類

・必須書類

□ 入居申込書（県指定様式）

□ 入居を予定している方全員分の住民票の写し（原本）

□ 入居を予定している方のうち中学校を卒業している方全員の所得課税証明書（原本)

又は収入の金額が分かる書類（源泉徴収票、給料明細票等）

□ 社会保険、国民健康保険被保険者証の写し

□ 入居を予定している方のうち18歳以上の方、全員分の県税を滞納していないことを証明する

証明書（市町村から交付される最新の個人県民税の納税証明書及び県民局で交付される県税

募集期間：令和5年12月1日（金）～12月10日（日）を滞納していない旨の納税証明書）

・控除等の事項に該当することを証明する書類

□

□

□

□

□

□

□

□

・公開抽選において、優遇世帯であることを証明する書類

□

□

□

□

□

□

□

□

□

・その他

□ 婚約者がいる方は、婚約証明書（県指定様式）

※入居日の前日までに入籍していることが条件となります。

□ 途中で職場を辞めた方は、雇用保険の離職票又は退職証明書

□ 年金の受給権がある方は、年金証書及び年金支払通知書の写し

□ 日本国籍のない方は、外国人登録済証明書の写し

□ 生活保護を受けている方は、生活保護受給証明書又は保護決定通知書の写し

□ 現在、借家等に住んでいる方は、賃貸借契約書又は入居証明の写し

入居手続きチェックシート

区分 必要な書類

控除対象配偶者 所得課税証明書又は源泉徴収票の写し

老人控除対象配偶者 所得課税証明書又は源泉徴収票の写し

扶養親族 戸籍謄本の写し

老人扶養親族 戸籍謄本の写し

特定扶養親族 戸籍謄本の写し

入居者、控除対象配偶者、扶養親族に障害者がある場合 戦傷病者手帳又は（精神障害者福祉）障害者手帳の写し

入居者、控除対象配偶者、扶養親族に特別障害者がある場合 戦傷病者手帳又は（精神障害者福祉）障害者手帳の写し

入居者又は同居者に（所得者自身）寡夫又は寡婦がある場合 戸籍謄本の写し

世帯名 必要な書類

高齢者世帯 住民票の写し

障害者世帯 戦傷病者手帳、障害者手帳、もしくは障害を有することの証明書

歩行障害者世帯 戦傷病者手帳又は障害者手帳の写し

多子世帯 住民票の写し

母子・父子世帯 戸籍謄本

 ハンセン病療養所入所者世帯 国立ハンセン病療養所等の長の証明

引揚者世帯 自立支度金決定通知書の写し

ＤＶ被害者世帯 婦人相談所、婦人保護施設等の長による証明書

離職退去者世帯 離職者であることを証明する書類、社員寮等の退去通知の写し



３．収入月額の計算方法及び収入基準

□ 所得控除額の算出

・ 同居者、控除対象配偶者、もしくは扶養親族のいずれかに該当する方（本人を含めず）

人 × ＝ ① 円

・ 控除対象配偶者と扶養親族の中に、年齢７０歳以上の方

人 × ＝ ② 円

・ 扶養親族の中で、１６歳以上２３歳未満の方

人 × ＝ ③ 円

・ 入居者及び同居者の中で障害者の方

人 × ＝ ④ 円

・ 入居者及び同居者の中で特別障害者の方

人 × ＝ ⑤ 円

・ 入居者及び同居者の中で寡婦の方(所得が27万円未満の場合は、当該所得金額）

人 × ＝ ⑥ 円

・ 入居者及び同居者の中でひとり親の方(所得が35万円未満の場合は、当該所得金額）

人 × ＝ ⑦ 円

・ 入居者及び同居者の中で給与所得等がある方(所得が10万円未満の場合は、当該所得金額）

人 × ＝ ⑧

・ 合計控除額（①から⑧の合計額） ⑨ 円

□ 家族全員分を合計した所得証明書の所得金額 ⑩ 円

□ 収入月額の計算

⑩ 円 － ⑨ 円

＝ 円 ＜158,000円

（注）但し、以下のいずれかの条件を満たす場合は、214,000円が基準の収入となる。

□ 入居者及び同居者に、以下のいずれかに該当する者がいる場合

□ 身体障害者　１級から４級の方

□ 精神障害者　１級もしくは２級の方

□ 知的障害者　上記精神障害者の程度に相当する程度

□ 戦傷病者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度である者

□ 原爆被爆者援護法第１１条第１項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

□ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して五年を経過していない者

□ ハンセン病療養所入所者等

□ 入居者が60歳以上で、かつ同居者全員が配偶者・18歳未満・障害者・60歳以上のいず

れかである場合

□ 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

４．確認事項、その他の注意事項

□ 申請書等は本人が持参すること。

□ 抽選日等の通知書を送付するため、現住所、連絡先、電話番号等を明記すること。

□ 入居の際、敷金として家賃の3ヶ月分と、連帯保証人１名が必要になること。

38万円

10万円

25万円

１２ヶ月

27万円

40万円

27万円

合 計 所 得 金 額 合 計 控 除 額

収 入 月 額

35万円

10万円



平成２８年６月１日(水) から 平成２８年６月１０日(金)まで

平成２８年６月下旬（予定） 資格審査のうえ別途連絡します。



間取り図

２棟６号　　４９.６０㎡
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11
入居者又は同居者に給
与所得等がある場合

所得税法２８条１項に規定する給与所得又は同法３
５条３項に規定する公的年金等に係る雑所得（給与
所得等）を有する者

１０万円

所
得
金
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が
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除
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で
あ
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合
に
は
、
そ
の
額
ま
で
と
す
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入居者、控除対象配偶
者、扶養親族に特別障
害者がある場合

所得税法２条１項二十九、所得税法施行令１０条２
項

４０万円

入居者又は同居者に
（所得者自身）寡婦が
ある場合

次に掲げる者
　①夫と死別、又は離婚した後婚姻をしていない
者、あるいは、夫の生死のわからない者のうち、扶
養親族又は所得金額の合計額が３８万円以下である
生計を一にする子（他の者の控除対象配偶者や扶養
親族とされている者は除く）を有する者
　②①に掲げる者の他、夫と死別してから婚姻をし
ていない者、又は夫の生死が明らかでない者で、年
間の所得金額が５００万円以下の者

２７万円

入居者又は同居者に
（所得者自身）ひとり
親がある場合

次に掲げる者
　①現に婚姻していない人か配偶者の生死が不明な
人で現に生計を一にする子(所得金額の合計が４８万
円を超えていない人で他の者の控除対象配偶者又は
扶養親族でない者)を有する者
　②合計所得金額が５００万円以下かつ事実上婚姻
関係と同様の事情にある方がいない者

３５万円

特定扶養親族 ４のうち１６歳以上２３歳未満の者 ２５万円

入居者、控除対象配偶
者、扶養親族に障害者
がある場合

所得税法２条１項二十八、所得税法施行令１０条１
項

２７万円

扶養親族

所得者の親族（配偶者除く）並びに児童福祉
法の規定により所得者に委託された児童及び
老人福祉法の規定により所得者に養護を委託
された老人でその所得者と生計を一にする者
のうち、合計所得金額が３８万円以下の者

３８万円

老人扶養親族 ４のうち７０歳以上の者 １０万円

控除対象配偶者
所得者の配偶者で、その所得者と生計を一にするも
ののうち、合計所得金額が３８万円以下である者

３８万円

老人控除対象配偶者 ２のうち７０歳以上の者 １０万円

控 除 額 一 覧 表

区分 要件 控除額

同居者 ３８万円



1

2

3

4

5

6

7

8

9 離職退去者世帯
雇用先からの解雇・雇止めに伴い、現に居住している住居から退去を余儀なくされる者
の世帯

ハンセン病療養所
入所者世帯

ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律（平成１３年法律第６
３号）第２条に規定するハンセン病療養所入所者等に該当する者の世帯

引揚者世帯
入居者又は同居親族等が、永住する目的で帰国した中国残留邦人等（中国残留邦人等の
円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）
第２条第１項に規定する中国残留邦人等をいう。）の世帯

ＤＶ被害者世帯

入居者又は同居親族等が、次の各号のいずれかに該当する世帯
　(1)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成１３年法律第３
１号。以下「配偶者暴力防止等法」という。）第３条第３項第３号の一時保護、同法第
５条の婦人保護施設における保護又は児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２３
条第１項の母子生活支援施設における保護が終了した日から起算して５年を経過してい
ない者。
　(2)配偶者暴力防止等法第１０条第１項の規定により裁判所がした命令の申立てを
行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して５年を経過していないもの。
　(3)「配偶者からの暴力被害者の取扱い等に関する証明書の発行について」（平成２
０年５月９日雇児福発第０５０９００１号）に基づき、婦人相談所等による「配偶者か
らの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている者
　(4)婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関（配偶者暴力相談支援センター、福祉事務
所及び市町村における配偶者暴力相談し年担当部署）、行政機関又は関係機関と連携し
てＤＶ被害者支援を行っている民間支援団体（婦人保護事業委託団体、地域ＤＶ協議会
参加団体及び補助金等交付団体）において、公営住宅への入居等に関する配偶者暴力被
害申出受理確認書（平成１６年３月３１日国住総第１９１号の別記様式１）による確認
がされている者。

歩行障害者世帯
入居者又は同居親族等が歩行障害者で、当該障害の程度が前項第１号又は第２号のいず
れかに該当する者の世帯

母子・父子世帯 配属者のない女子又は男子が、現に２０歳未満の児童を扶養している世帯

多子世帯 同居親族等に１８歳未満の児童が３人以上いる世帯

優 遇 世 帯 一 覧 表

区分 要件

高齢者世帯

６０歳以上の者であって、法第２３条第１号に規定する現に同居し、若しくは同居しよ
うとする親族（以下「同居親族等」という。）がない者又は同居親族等が次の各号のい
ずれかに該当する者のみからなる世帯
　①配偶者
　②１８歳未満の児童
　③次項に規定する心身障害者
　④おおむね６０歳以上の者

障害者世帯

入居者又は同居親族が、次の各号のいずれかに該当する世帯
　①戦傷病者にあっては、恩給法（大正１２年法律第４８号）別表第１号表ノ３の第１
款症以上の障害があり、かつ、戦傷病者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第
１６８号）第４条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳をいう。以下同じ。）を交付
されている者
　②戦傷病者以外の身体に障害のある者にあっては、身体障害者福祉法施工規則（昭和
２５年厚生省令第１５号）別表第５号の４級以上の障害があり、かつ、身体障害者手帳
（身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定により交付を
受けた身体障害者手帳をいう。以下同じ。）を交付されている者
　③精神障害者保健福祉手帳（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年
法律第１２３号）第４５条第２項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳を
いう。以下同じ。）を交付されている者
　④知事が交付する療育手帳（他の地方公共団体の長が交付するものを含む。以下同
じ。）を交付されている者


